
            

令和２年市議会第１回臨時会 千歳市長開会挨拶 

 

 令和２年市議会第１回臨時会の開催にあたり、ご挨拶を申し上げます。 

 本日、皆様におかれましては、大変お忙しい中、令和２年第１回臨時

会にご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

 臨時会の開会にあたりまして、この場をお借りし、市民の皆様並びに

議員の皆様へ、新型コロナウイルス感染症に関する本市の現況について

のご報告と、お願いを申し上げます。 

 

 ４月１６日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、国は「緊急事

態宣言」の対象地域を、５月６日までの間、すべての都道府県に広げ、

うち北海道を含む１３都道府県は、特に重点的に感染拡大防止の取組を

進めていく必要があるとして、「特定警戒都道府県」に位置付けられたと

ころであります。 

 

本市では、私を本部長とする「千歳市新型コロナウイルス感染症対策

本部」において、９万７千市民の命や健康を守ることを第一に、国や 

北海道と連携を図り、感染予防・拡大防止に努めておりますが、この度

発令された国の「緊急事態宣言」を深刻に受け止め、感染の予防・拡大

防止について、市民一人ひとりが一層の緊張感をもって行動していただ

くよう、更なる啓発をしてまいります。 

 

市では、これまでも感染拡大の防止や、市民の皆様の不安を解消する

ため、様々な取組や対策を講じてきておりますが、現況としましては、 

 

●学校や子育て関連施設等について、 

市内小中学校を（４月１７日から）５月６日まで臨時休校としたほか、

北海道教育委員会においても、道立学校を休校としたことにより、本市

に所在する３つの高校等が休校となっているところであります。 

また、子育て関連施設については、認定こども園、保育所等の幼児教

育・保育施設、学童クラブ、児童館のランドセル来館において、保護者

の就労など、やむを得ない事情がある場合に限定して受け入れを行って

いる以外は、休館としております。 



  

●また、集会場、スポーツ施設、社会教育施設、防災施設等、並びに 

キャンプ場及びパークゴルフ場などの市内公共施設につきましても、 

原則５月６日まで休館としたところであります。 

  

 ●千歳市民病院の利用についてでありますが、 

 感染防止の観点から、院内の滞在時間を短縮するため、正面玄関の 

入場可能な時間を朝８時から夕方５時までに変更しております。 

また、正面玄関入口付近で来院者全員の検温を実施し、３７度５分以上

の発熱がある場合は入場を制限して、別途受診を案内するなどの対応を 

取っており、入院患者の方への面会につきましても、医師の指示等があ

る場合を除き、原則お断りしております。 

 

●その他、市税や国民健康保険料、水道料金等に関する取組としては、 

事業等の収入に相当の減少があった方に対する市税納付の猶予や、倒産、

解雇、雇止め等により離職した方を対象とした国民健康保険料軽減措置、

水道料金等の納付に関する相談受付なども行っておりますので、市民の

皆様には、遠慮なくご相談していただくようお願いいたします。 

 

●また、人権への配慮についてでありますが、 

感染された方や濃厚接触者、医療従事者に対する誤解や偏見が生じてお

りますことから、不確かな情報や誤った情報に基づく不当な差別、偏見、

いじめ等の人件被害につながることのないよう、正しい情報に基づいた

冷静な対応をお願いいたします。 

 

市民の皆様も大変不安に感じていることとは思いますが、これまで 

市内で発生しております感染した患者は、４月８日に発生した「市内 

グループホーム」の集団感染、その方々が入院された医療機関による 

集団感染、介護事業所による感染が広がっているものであり、その経路

は、ほぼ特定されていることから、大きく市中に拡散していないものと

受け止めております。 

 

 しかし、今は市民の皆様一人ひとりが感染拡大防止に向けた、できる

限りの取組をしていただくことが重要であり、このことが自らを守るこ



と、そして自分の大切な人を守ること、社会を守ることにつながります。 

 市といたしましても、市民生活の安全と安心を守るため、万全の態勢

で対応してまいりますので、市民の皆様には、引き続き、咳エチケット

や手洗いの励行、札幌市や他都府県等への不要不急の往来や生活の維持

に必要な場合を除き外出を控えるなど、ご理解とご協力を強くお願いい

たします。 

  

 また、国におきましては、４月２０日付けで、「新型コロナウイルス 

感染症緊急経済対策」を閣議決定し、経済対策を戦略的に実行すること

により、感染症の影響をしのぎ、その後の経済のＶ字回復につなげ、 

日本経済を持続的な成長軌道へ戻すことを成し遂げることとしておりま

す。 

 

本市におきましても、国の緊急経済対策に基づく各施策を着実に実行

するため、この度の「特別定額給付金」の給付決定に伴う経費等の計上

をはじめ、本市独自の事業として、新型コロナウイルス感染症の拡大に

より大きな影響を受けている市内の中小企業及び個人事業者に対する

「緊急給付金」の給付や、現行の「中小企業振興融資制度」を拡充した

「新型コロナウイルス感染症対応資金」に関する増額補正などについて

本臨時会にご提案申し上げたところであります。引き続き、市内経済や

市民生活の状況をしっかりと把握しながら、スピード感を持って全力で

取り組んでまいります。 

 

 これらの独自事業を含め、本臨時会では、報告４件と、緊急経済対策

等に関する一般会計補正予算を含む議案５件をご提案申し上げておりま

すので、よろしくご審議、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

 

 以上を申し上げて、開会の挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 


